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はじめに

本稿の課題は，原子力安全規制の分野におけ

る国際的な認識と日本の原子力安全・保安院

（適宜，保安院と略す）の施策とのあいだに存

在した齟齬に，改めて光を当てることにある。

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災にともない発

生した東京電力（東電）・福島第一原子力発電

所事故（適宜，福島第一原発事故と略す）を契

機にして，わが国では原子力安全規制の抜本的

強化が進んでいる。このような状況下で，国際

的な原子力安全規制と原子力安全・保安院の施

策とのあいだに存在した齟齬を再吟味すること

は，安全規制強化に資する意味をもつ。

原子力安全・保安院は，2001 年 1 月 6 日に

大規模な省庁再編の一環として，経済産業省資

源エネルギー庁内の特別な機関という位置づけ

で発足した。しかし，福島第一原発事故を契機

にして，原子力安全規制政策の担い手であった

保安院に対しては，厳しい社会的批判が寄せら

れることになった。批判の対象となったのは，

福島第一原発事故以前の原子力安全規制に関し

ては地震・津波対策，シビアアクシデント1) 対

策，防災対策，海外からの知見の導入等の論点

であり，福島第一原発事故後の対応に関しては

事故対応のための連携体制，避難対応，情報提

供や広報，モニタリングや SPEEDI2) 活用等の

論点であった。

総合的には，推進と規制の分離が不徹底であ

ること，専門性が低く事故時の対応も十分では

なかったことなどが問題視され，原子力安全・

保安院は廃止されることになった。同院廃止後

の原子力安全規制については，国家行政組織法
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上の 3条機関として新設された原子力規制委員

会（環境省の外局）とその事務局である原子力

規制庁が担うことになり，保安院は，2012 年 9

月 19 日に廃止された。なお，福島第一原発事

故まで保安院とともにわが国の原子力安全規制

のもう一つの担い手であった原子力安全委員会

も，同じ日に廃止された。

本稿では，福島第一原発事故以前の原子力安

全規制に関して問題となった諸論点のうち，

「海外からの知見の導入」について取り上げる。

つまり，原子力安全規制の分野における国際的

な認識と日本の原子力安全・保安院の施策との

あいだに存在した齟齬に，光を当てるわけであ

る3)。

Ⅰ 五つの論点

東京電力（東電）・福島第一原子力発電所事

故以前の原子力安全・保安院の原子力安全規制

に関しては，様々な論点に関して，海外から批

判的なコメントが寄せられていた。主要なもの

だけに絞っても，次の 5点を挙げることができ

る。

（1）規制機関の組織のあり方

（2）シビアアクシデント対策

（3）航空機突入への対応

（4）核物質（施設）の防護

（5）防災指針の見直し

以下では，各々の論点について，順次掘り下

げてゆく。

Ⅱ 規制機関の組織のあり方

まず，（1）の規制機関の組織のあり方につい

て。

2007年 6月，IAEA（国際原子力機関）の総

合的規制評価サービスである IRRS（Integrat-

ed Regulatory Review Service）が，日本を対

象に実施された。IRRS の受け入れについて

は，2006 年 9 月の第 50回 IAEA総会で松田岩

夫科学技術担当大臣（当時）がわが国として受

け入れることを表明し，それにもとづき実施さ

れたものである。IRRS は，原子力安全規制に

係る各国の法制度，組織等について，総合的に

レビューするサービスである。来日した IRRS

ミッションは，2008年 3 月に報告書を取りま

とめた4)。この報告書は，日本の原子力安全規

制について全体的には肯定的な評価を与えなが

らも，規制機関の組織のあり方については，次

のような勧告・助言を行っている。

勧告：規制機関である原子力安全・保安

院と原子力安全委員会の役割，特に安全指

針の策定に関して，明確化を図るべきであ

る。

助言：原子力安全・保安院は実効的に資

源エネルギー庁から独立しており，これ

は，GS-R-1（訳注：IAEA の国際基準）

に一致している。かかる状況は，将来，よ

り明確に法令に反映させることができ得る

ものである。

また，このような勧告等の背景は，その前文

に記されている。その趣旨は，規制機関同士の

関係が錯綜しているように見える，また，原子

力安全委員会が指針を策定し，それを原子力安

全・保安院が実質的な審査ルールとして活用し

ていることが責任関係の不明確化を生じてい

る，などの諸点にあった。また，原子力安全・

保安院の独立性については改善の方向性を示唆
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するものともなっている。

少々長くなるが，当該部分を紹介しておく。

現行の国の法律は，原子力委員会（AEC,

Atomic Energy Commission），原子力安全

委員会，経済産業省，資源エネルギー庁，

原子力安全・保安院や原子力安全基盤機構

など，複数の政府機関の設置を定めてい

る。法律は組織上の取り決めに係る細部に

まで及んでおり，そのことが複雑さの原因

であるかもしれない。これらの機関の間の

原子力安全に対する責任は，関連法律で定

義されているとはいえ，錯綜しているよう

に思われる。

原子力安全・保安院は，経済産業省内の

資源エネルギー庁に付属する特別の機関と

して，2001 年に法律によって設置された。

経済産業省及び資源エネルギー庁は，エネ

ルギー政策の策定及び原子力の促進にも携

わっている。原子力安全・保安院は，経済

産業大臣から規制機関としての責任を委任

されており，その委任された責任を遂行し

ている。大臣は，安全と促進の間で矛盾が

生じた場合，法律に従って安全を優先する

ことになる。経済産業省はそのような優先

順位に基づいて国家戦略計画を定めてい

る。原子力安全・保安院は実効的に資源エ

ネルギー庁から独立しており，これは

GS-R-1 の要件に一致している。かかる状

況は，将来，より明確に法令に反映させる

ことができ得るものである。

このように，2008 年の IAEA・IRRS のレ

ビューは，わが国の原子力安全規制システムに

ついて全般的に妥当との評価を下したものの，

組織のあり方については，いわば宿題を課した

内容であった。IRRS については，通常，フォ

ローアップが行われるが，このレビューについ

ては，フォローアップが行われることのないま

ま，2011 年 3 月の福島第一原発事故を迎える

ことになった。

Ⅲ シビアアクシデント対策

東京電力・福島第一原子力発電所事故につい

ては，その原因を調査・検証するため，2011

年 5 月 24 日の閣議決定にもとづき，「東京電力

福島原子力発電所における事故調査・検証委員

会」（いわゆる「政府事故調査委員会」）が設置

された。工学院大学教授（当時）で失敗学会初

代会長の畑村作太郎を委員長とし，作家で科学

評論家の柳田邦男を委員長代理とする政府事故

調査委員会は，2011 年 12 月 26 日に中間報告

を発表し，翌 2012 年 7月 23 日には最終報告を

提出した5)。

政府事故調査委員会とは別に，国会は 2011

年 12 月 8日，「東京電力福島原子力発電所事故

調査委員会」（いわゆる「国会事故調査委員会」）

を発足させた。医学博士で東京大学名誉教授の

黒川清を委員長とする国会事故調査委員会は，

2012 年 7月 5日に報告書を公表した6)。

政府事故調査委員会および国会事故調査委員

会の報告書は，いずれも，東京電力・福島第一

原子力発電所の事故に関連して，原子力安全・

保安院の原子力安全行政のあり方を厳しく批判

する内容を含んでいた。ここでは，原子力安

全・保安院が解散にあたって発表した「原子力

安全分野における原子力安全・保安院としての

改善に向けた取組と残された課題について」と

題する文書7) から引用する形で，国会事故調査

59世界経済評論 2019年9月10月号

国際原子力安全規制と原子力安全・保安院：五つの齟齬をめぐって



委員会報告書の「海外からの知見の導入等に関

する取組」に関する保安院への批判的コメント

を紹介しておく。

○ IAEAは原子力安全対策において，5層

の深層防護という考え方を提示し，第

1〜3層は炉心の損傷を防ぐまでの対策，

第 4層は炉心の深刻な損傷とその影響を

緩和するための対策，第 5層は放射性物

質の放出から住民を守るための対策とし

ているが，日本では，第 4層のシビアア

クシデント対策は事業者の自主対応によ

る対策とし，第 3層までを規制対象とし

てきた。

○シビアアクシデント対策において，内部

事象のみを対象とし，テロ等の人為的事

象に関しては，米国 B.5.b（原子力施設

に対する航空機突入等の攻撃の可能性に

備えた特別の対策…引用者）に関する情

報を保安院に止める等，海外知見導入に

消極的だった。

○ 2006 年に，原子力安全委員会は，国際

基準となっている防護措置実施の考え方

を取り入れるべく，防災指針の見直しに

ついての検討を始めたが，原子力安全・

保安院からの懸念に対して，原子力安全

委員会は十分に説明ができないまま，実

質的に導入が見送られた。その後，原子

力安全委員会において見直しを本格化し

ようとした矢先に本事故が発生した。

つまり，国会事故調査委員会は，福島第一原

発事故以前の時期における原子力安全・保安院

の「海外からの知見の導入等に関する取組」に

対して，シビアアクシデント対策，航空機突入

への対応，核物質（施設）の防護，防災指針の

見直しの 4点にわたって，批判を加えたわけで

ある。これらの点は，本稿で取り上げる（2）

（3）（4）（5）の論点に，それぞれ対応する。

以下では，これら四つの論点について，順次

取り上げる。まず，（2）のシビアアクシデント

対策について。

福島第一原発事故以前の時期においても諸外

国では，アクシデントマネージメントについ

て，規制のなかに位置づけ，設計に盛り込むこ

とを要求する国が少なからず存在した。例え

ば，米国では，新設炉については規制要件，既

設炉については水素対策を規制上要求する一

方，格納容器ベントは自主案件であった。欧州

では，新設炉について主要国は規制要求として

おり，既設炉については規制上要求する国と，

事業者の自主案件とする国とに分かれていた。

このような状況下で，日本の対応について見

れば，総合資源エネルギー調査会原子力安全・

保安部会基本政策小委員会が，2010 年 2 月に

「原子力安全規制に関する課題の整理」と題す

る報告書をとりまとめた8)。そのなかで，シビ

アアクシデント対応の規制要件化について，課

題として提起した。

これを受けて，シビアアクシデント対応検討

会が原子力安全・保安院と JNES（独立行政法

人原子力安全基盤機構）の共催で開催された。

そして，規制要件化の方向性について議論し，

原子炉等規制法（核原料物質，核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律）に位置づける，原

災法（原子力災害対策特別措置法）に位置づけ

る，引き続き自主保安とするという三つの案を

取りまとめたが，本格的な検討を行う前に 2011

年 3 月の福島第一原発事故を迎えた。

わが国において，シビアアクシデント対策を
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法律上位置づけることについては，「災害の防

止上支障のないもの」か否かを設置許可の段階

で判断することとなっていたため，規制要件と

した場合，「既に許認可を受けた原子炉の安全

性の優劣に疑義を生じ，基本設計の妥当性が争

われる行政訴訟上の問題が生ずる可能性があ

る」（シビアアクシデント対応検討会資料）点

に対して，懸念が強かったものと考えられる。

一方で，IAEAは，安全基準にシビアアクシ

デント対策を要求事項とすることを原則として

おり，シビアアクシデント対策を輸出用のプラ

ントでは施し，外国の規制に対応するなどの状

況にいたっていたことが，検討の背景にあっ

た。アクシデントマネージメント対策は，制度

の国際原則適合上の課題として捉えられていた

のである。

Ⅳ 航空機突入への対応

次に，（3）の航空機突入への対応について。

2001 年 9 月 11 日の同時多発テロでは，航空

機が重要施設に突入することの脅威が白日の下

にさらされた。そのことは，核防護にも影響を

及ぼした。

わが国では，それ以前からも，青森県六ヶ所

村の核燃料サイクル施設が三沢基地の訓練空域

の付近にあるため，ジェット戦闘機の突入を想

定して，それに耐えうる施設強度を持たせるな

どの対応がとられていた。これに関連して，原

子力安全・保安院は，2002 年 7月，「実用発電

用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準に

ついて（内規）」を制定，発表した。これは，

原子炉施設への航空機の落下が，「想定される

外部人為事象」として考慮すべきか否かの判断

の目安となる基準値，および原子炉施設に航空

機が落下する可能性（発生確率）を評価する標

準的手法を定めたものであった。しかしなが

ら，原子力発電所については，上空への飛行機

の乗り入れは禁止されており，航空路からも一

定程度離れているなどの理由で，意図的な航空

機突入に対して，直接備えるような対応策はと

られていなかった。

一方で，米国では 2001 年 9 月の同時多発テ

ロを踏まえ，「B5b9)」と呼ばれるルールを定

め，航空機突入などの事態で大規模な火災が生

じた場合でも施設の冷却が失われないなどの要

求を事業者に対して行うにいたった。このよう

な対応については，日本の原子力安全・保安院

に対しても米国政府より紹介が行われたもの

の，情報の性格上，ノンペーパーでのブリー

フィングでメモを取ることも禁止されるなど，

厳しい守秘義務が要求された。その後，B5b

の存在については，東京電力・福島第一原子力

発電所事故後に米国政府からその存在が明らか

にされるまで，いっさい対外的に明らかにされ

ることはなかった。

このような米国側の厳しい情報管理の要求も

あり，わが国においては，核施設に対する航空

機突入への対策について，政府と民間とのあい

だで情報共有が行われることはなかった。ま

た，政府部内においても，本来の B5b の趣旨

である航空機突入などを想定した備えについ

て，具体的な対策を検討するという動きは生じ

なかった。B5b そのものは津波や自然災害を

念頭に置いたものではなかったが，仮に，B5b

に沿った措置（冷却系統の多様化，分散化の徹

底など）を講じておいたのであれば，結果とし

て福島第一原発事故時にも災害防止の能力を強

化できていたのではないかという批判が存在す

ることを忘れてはならない。

61世界経済評論 2019年9月10月号

国際原子力安全規制と原子力安全・保安院：五つの齟齬をめぐって



Ⅴ 核物質（施設）の防護

次に，（4）の核物質（施設）の防護について。

核物質（施設）の物理的防護に関しては，原

子力発電所等原子力施設への外部からの侵入や

サボタージュ（妨害破壊行為）などに対する対

抗措置を施設設置者などに義務づけ，その内容

を確認，事後的に検査する仕組みが，原子炉等

規制法で定められていた。このような規制は，

いわゆる「原子力安全（safety）」に対して，

「核セキュリティ（security）」と称され，safe-

tyと securityの双方を原子力安全規制の車の

両輪とみなす考え方が支配的であった。

核物質（施設）の防護は，原子力安全･保安院

設置以前から実施されており，その内容は，IAEA

の核防護に関するガイドライン（INFCIRC

［Information Circulars］／ 225，核物質及び原

子力施設の防護に関する核セキュリティ勧告）

に準拠した形で定められていた。このガイドラ

インは，IAEAにおいて逐次改訂されており，

保安院が設置された当時は同ガイドラインの第

4版が 1999 年に提示されていたが，わが国の

規制は，それ以前の第 3版によっていた。また

核防護について保安院は，消防，警察などと関

係の深い原子力防災課が担当することとされて

きた。そして，こうした業務を担当するため，

原子力防災課には，警察庁出身者を出向の形で

受け入れていた。

2001 年 9 月 11 日に米国で同時多発テロが発

生して以降，テロ対策を含む核セキュリティに

関する関心が著しく高まった。そのような状況

のなかでわが国の核セキュリティ確保策は，見

劣りがするものであった。そのため，いくつか

の対応策が緊急に講じられた。

①警備体制の強化

まず，警察力による原子力施設の警備が導入

された。それ以前はわが国の原子力発電所では

武装した者による警備がなされておらず，外部

からの武装した侵入者等に対して脆弱であっ

た。このため，9.11 事件後，経済産業省から

警察，海上保安庁当局に要請を行い，陸におい

ては，ゲートの強化と武装した警察官常駐によ

る警備，海上においては，海上保安庁巡視船に

よる警備が実現した。当初は，こうした実力を

伴う警備は当分の間の措置と考えられていた

が，その後の緊迫した国際情勢も踏まえ，結局

このような警備が定着することになった。

あわせて，原子力施設側でも，入構者に対す

る管理の強化等が行われるようになった。例え

ば，9.11 事件以前は PA（パブリック・アクセ

プタンス）の観点から，外部からの見学者が中

央操作室に立ち入ることを認めるケースもあっ

たが，事件後は外部からの一般の見学者を制限

するにいたった。

② IAEAガイドラインに対応した法令改正

さらに，原子力施設の核セキュリティの内容

については，IAEAガイドラインの第 4版に準

拠したものとするため，原子炉等規制法の改正

が行われた。ガイドライン第 4版については，

1999 年に合意され，制定されていたにもかか

わらず，わが国では準拠が遅れていた。ガイド

ライン第 4版の目玉は，外部からの侵入対策と

して，一定の武力を伴う侵入者を「設計基礎脅

威」（Design Basis Threat，DBT）として定

め，それに対して一定時間持ちこたえることが

できる防護性能を要求する点にあった。この

「設計基礎脅威」については，国が定めるもの

であるが，その内容とそれに対する備えが明ら
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かになってしまった場合，警備が著しく困難に

なる恐れがあるため，厳しい情報管理を事業者

に対して要求し，また，規制当局自体も情報管

理体制を構築することが必要とされた。また，

想定脅威を定めるにあたっては，治安当局の力

を借りる必要があった。

2005 年に，このような問題点を解決しつつ

IAEAガイドライン第 4版の内容を実行に移す

ため，設計基礎脅威を踏まえた防護措置の義務

づけと秘密保護義務などを定めた，原子炉等規

制法の改正が行われた10)（施行は 2005 年 12

月）。また，この改正により，核物質防護規定

について，それが適切に定められ，順守されて

いるかどうか等を国が検査する制度が導入され

た。

その後，高レベル放射性廃棄物（ガラス固化

体）の管理・埋設についても核物質防護規制の

対象となるよう，経済産業省の省令を 2008年

7月に改正，施行した。さらに同年 9 月には，

長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU廃棄物）

も防護対象に追加した。

2005 年に改正された原子炉等規制法の第 9

条は，次のように，施行後 5年経った時点での

執行状況の検証を規定していた。

【原子炉等規制法第九条】

政府は，この法律の施行後五年を経過し

た場合において，新法の施行の状況を勘案

し，必要があると認めるときは，新法の規

定について検討を加え，その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。

この規定にもとづき，原子力安全・保安院

は，総合資源エネルギー調査会原子力安全・保

安部会原子力防災小委員会危機管理WG（ワー

キンググループ）を開催して，2010 年 4 月か

ら 9月にかけて審議を行った。審議の結果，危

機管理WGは，「我が国における原子力施設の

核物質防護体制は着実に構築されつつある11)」

との見解に達し，法改正の必要はないとの結論

に達した。

Ⅵ 防災指針の見直し

最後に，（5）の防災指針の見直しについて。

事故時などの緊急事態発生に際して，住民避

難のあり方などは，原子力安全委員会が策定す

る防災指針の基本となるものであった。

2006 年当時，IAEA において，当時導入が

検討されていた予防的措置範囲（PAZ）につ

いて，原子力安全委員会は，防災指針の中に書

き込むことを検討していた。PAZは，原子力

事故が発生した場合，放射性物質の放出の見通

しのいかんにかかわらず，原子力施設から一定

範囲内の近傍に住む住民が直ちに避難すること

を決めておくものである。

原子力安全・保安院は，自治体との調整が済

んでいないことなどを理由に，これを導入しな

いよう働きかけた。原子力安全委員会と原子力

安全・保安院の調整の結果，防災指針には，

PAZの概念や範囲は直接書き込まないことと

なった。その間の経緯については，原子力安

全・保安院が東京電力・福島第一原子力発電所

事故後の 2012 年 3 月 9 日に発表した「平成 18

年の原子力安全委員会による PAZの検討とそ

れに対する保安院の働きかけについて」が，次

のように述べている（文中の「原安委」は原子

力安全委員会，「保安院」は原子力安全・保安

院をさす）。この文章にあるように，原子力安

全・保安院が，地元自治体などとの調整を要す

63世界経済評論 2019年9月10月号

国際原子力安全規制と原子力安全・保安院：五つの齟齬をめぐって



る防災対策について，積極的とはいえない面が

あったことは否定できない。

平成 18年の原子力安全委員会による PAZ

の検討とそれに対する保安院の働きかけに

ついて

平成 24 年 3 月 9 日

原子力安全・保安院

1．情報開示請求の状況（略）

2．平成 18年当時の経緯

○原安委は，IAEAにおいて導入のための

ガイドラインが検討されていた PAZに

ついて，平成 18年 3月から 11 月にかけ

て防災指針検討 WG を計 6 回開催し，

その導入を検討した。

○検討期間中の 4月から 6月にかけて，保

安院は，PAZ の導入に反対する立場か

ら原安委事務局に働きかけを行った。

○その後，原安委のとりまとめにおいて，

「PAZについては，（中略），我が国にお

いては，訓練等において実態的に考慮さ

れている現状を踏まえ，あらたに特定の

範囲を設定するのではなく，放出前又は

直後の予防的な防護対策を実施すること

の有効性について記載するに止めた。」

とされ，PAZ 等の導入には至らなかっ

た。

3．働きかけの理由

○当時の保安院と原安委のやりとりに関す

る資料や，関係者から聴取したところに

よれば，働きかけを行った理由は以下の

通り。

・当時，IAEAにおいて PAZに関する

ガイドラインがとりまとめられる前で

あったことから，制度のメリット・デメ

リットを慎重に検討する必要があった。

・新たな制度を導入する場合には，自治

体が対応可能なものとするため，関係自

治体から意見を聞く必要があることか

ら，拙速に決定すべきではないと考え

た。

Ⅶ 残された課題

ここまで見てきたように，東京電力・福島第

一原子力発電所の事故までの時期に，原子力安

全・保安院が日本国内で進めた原子力安全規制

政策と，国際的な原子力安全規制に関する認

識，規制とのあいだには，相当の齟齬があっ

た。保安院自身が，解散にあたって発表した

「原子力安全分野における原子力安全・保安院

としての改善に向けた取組と残された課題につ

いて」のなかで，「海外からの知見の導入等に

関する取組」に関して，次のような課題が残っ

たと特記している。

●国内外の知見を踏まえたシビアアクシデ

ント対策や地震・津波対策の規制への反

映。

●国内外の新たな知見の迅速な取り入れ，

安全対策や防災対策の不断の見直し。

●今回の事故で得られた知見や教訓につい

ての国内外への継続的な発信・情報提

供。

本稿で取り上げた五つの論点のうち，（1）の
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規制機関の組織のあり方については，2012 年 9

月 19 日の原子力安全・保安院と原子力安全委

員会の廃止，および原子力規制委員会の発足に

よって，基本的には問題が解消された。しか

し，残る（2）〜（5）の論点については，2013

年 7月 8日に施行された新規制基準（「実用発

電原子炉に係る新規制基準」）によって重要な

改善措置が講じられたとはいえ，今日でも完全

に解決したとは言えない。これらの論点につい

ては，引き続き，国民の監視を緩めてはならな

い。

［注］

1）原子力発電におけるシビアアクシデントとは，炉心の著し

い損傷をともなうような重大事故のことである。

2）SPEEDI とは，System for Prediction of Environmental E-
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予測ネットワークシステムのことである。
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する。

4）原子力安全・保安院原子力安全広報課「IRRS 報告書の公表
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0314007.html。

5）東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会

「最終報告」2012 年 7月 23 日，http://www.kantei.go.jp/jp/

topics/2012/pdf/jikocho/honbun.pdf。
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